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歴史の中の親族と儀礼

－中国貴州省東南部ミャオ族の支系「ガノウ」人の祖先祭紀をめぐって－

ＫｉｎｓｈｉｐａｎｄＲｉｔｕａｌｏｆＭｉａｏｉｎＣｈｉｎａ
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betweensegmentarylineageandpluralobjectofworshiporinstrumentinritual

invillagecommunity，Ｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｈｅｒｅｉｓｇｅｎｅｒａｌｌｙｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆ

ｅｔｈｎｉｃｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｓａｎｄｅｎｌｉｇｈｔｅｎｅｄｂｙｔhetheoryof‘ｈｕｍａｎａｇｅｎｃｙ，asmaylead

toacomplacentaccountiｎｇｆｏｒＧａｎｏｕ，sancestorritualwhichisfullof‘ｉｎｄｉｖｉｄｕ‐
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－．はじめに

1．単系出自集団理論への批判と中国研究

ラドクリフ＝ブラウン(Ａ､RRadcliffe-Brown)に始まりフォーテス(Ｍ・Fortes)などに至る単系出自

理論は，１９６０年代に入ってからリーチ(E,RLeach)やシェフラー(ＨＷ､Ｓｃhe田er)などによって，社

会変動と個人的要因を無視することや親族イデオロギーと親族組織を混同させたことについて，批判が

浴びられた（田中2004：797)。人類学の親族研究には，その後いろいろな動きがあった。特に「未開」

社会に対して，長い歴史をもつ中国のような「文明」社会におけるリネージに関する研究では，フリー

ドマンが高度的に階層化した父系出自集団，いわゆる宗族の内部における共同財産と，共同祖先を妃る

洞堂による分節の不均等・非対称な特徴に着目した(Freedmanl958)。また，歴史的な観点を重視した

研究や地域史的な研究があり(Ebrey＆Watsonl986)，宗族とその分節原理を民俗概念の「家」と「房」

の文脈で説明し理解すべきだと提起する説（陳1990）も注目された。近年では，瀬川昌久は中国東南部

における宗族の復興現象に着目する試みがあり（瀬川2004)，また宗族とその地域性を比較の視点で清

朝から近代国家に至るプロセスに置いて，東南部の社会組織の特徴を，中国特有の漢民族の文化と社会
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の一要素として捉える傾向も見られる(Cohen2005)。

2．「国家無き社会」における分節リネージ

単系出自理論ではアフリカのヌアー人の社会，いわゆる「国家無き社会」を，均質の分節と平等の地

位からなるリネージによって構成されると捉えた研究も生まれたが(Evans-Pritchardl940)，いろいろ

な反論が出た。その中で，理論上は，①親族関係の実態を無視しモデルを作り、リネージ関係を親族関

係自体以上の構造的重要1性に帰結した，②経験的な人間のカテゴリーを全体性に帰結する，③総体シス

テムの下部システムの間に機能的な働きを仮定するという批判があった(Holy,1996:８９)。ヌアー人の

社会における紛争の表面的な解決としては，簡略化した平等主義に関する議論と，リネージ，縁組そし

てリーダシップの連帯に対する描写の概念的跳躍の間には、微妙な断裂があるという疑問が出された

(Hill,2004:676)。いずれにせよ，そのような分節リネージシステムは，人類学者の分析モデルに限られ

ており，現地行為者の「現実な社会的プロセスを反映しない」(Holy,1996:８９)ため、「国家無き社会｣に

おける社会集団間の紛争に対しては，行為者「Agency」を「構造」の社会分析の間に置いて，その「個

人的自主性」を強調する(Hill2004:675-676)アプローチも出現した。

本稿では、「国家無き社会」であったミャオ族で親族概念を．エージェンシ概念を考慮しながら再考す

る。

3．苗族の「鼓社」と「房族」について

ミャオ族では，「鼓社」とは，中国貴州省東南部，南部と広西北部において，ミャオ族内部の血縁関係

に基づいて祖先祭杷を行う祭紀組織であり，歴史上の生産，生活の基本単位であった（琴1993：36-

37)。また「鼓社」について，伍新福は，ミャオ族の祖先は中国南西部に遷移する時に，宗族と支系ごと

に，木鼓を用意して行動し，定住の後に成立したと捉えた（伍2000:226-227)。「鼓社｣に｢議榔」（慣習

法）と「理老」（長老）をあわせてミャオ族の社会の三大支柱とする説（廷・酒1981）や，「鼓社｣内部

の構成を注目しその執法の機能を強調する研究もあった（徐2000:51-54)。しかし，「鼓社｣の用語自体

が「あまり定着していない」という指摘があり（鈴木2002:５６)，「鼓社」の構成要素であるミャオ族の

親族組織に関する具体な状況も触れられていなかった。

ミャオ族の親族組織に関する専門的研究は少ないが具体的な研究として，家族の形態が主に核家族

のために親族組織が発達していない（凌・閃1947:５６）とされ，漢姓と漢民族の宗族制度の「五服」観

念の基準に基づいて分析した（段2001:141-144）ものもいる。一般論としては，漢民族の「房族」の

観念を借用し，漢民族のように房長や族長がいないので，「象徴的社会組織」に属し，「房族」の上に上

部親族組織があるのだという議論もあった（琴1993:３８)。その特徴は，①特定の親族範囲内の婚姻禁

制，②同姓采用による集中的住居，そして共同財産をもつ，③特定の親族範囲内における生産生活活動

の互助，④特定の親族範囲内における共同的な特別の禁忌と違反による処罰などであると論じられた

(琴1993:38-39,伍2000:378-380)。

また，ミャオ族の親族組織を，その命名方法と親族組織との関連を着目し，共通遠祖を認識して祖先

祭肥の儀礼を行う氏族（クラン）であり，村落レベルの同姓採用であり，財産所有と相続の単位のレベ

ルでもあると論じた研究はある（上野1997:135-136)。

中国ミャオ族の親族規制は父系出自理念に基づいているが，その組織の様態は地域によって多様であ
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る。それぞれの地縁的組織にも関わり，伝説や民俗的な観念があり，近代には，中央王朝などの政権と

の接触のプロセスの中で，各地ごとに父系出自の理念と，親族集団の範囲と分節のあり方，そして関連

する儀礼には，いろいろな特性が見られる。したがって，ミャオ族の親族組織を，民俗観念に基づいて，

具体的な歴史的過程の中に置き，その存在現状を考察する余地はあると考えられる。

4．本論の要旨と目的

以上のような学説史の整理と関連する研究の検討を踏まえて，本論では，中国貴州省東南部雷山県の

南西部都柳江上流地域に分布する，自称「ガノウ｣，いわゆる「短棺苗｣iiと呼ばれるミャオ族の一支系を

対象にして，彼らの共同始祖の認識に基づいて村落を越えで行われる祖先祭紀の単位「チンニュウ」

(clan)と，村落社会における父系親族集団の「ゼ」（lineage)とその分節を，彼らの独特な歴史・政治的

な過程での各種の組織形式に着目し，祖先祭祁とさまざまな行事に関連する崇拝物や道具とともに考察

する。

｢地方史」における国家と親族

1．「国家無き社会」における地縁と血縁

『雷山県誌」(1992:106)によって，雷山県の南西部都柳江上流地域に分布する自称「ガノウ」（短補苗）

の支系が該当地域に移住したのは，紀元１２世紀半ば（中国南宋初年）であったと推定できる。紀元１４

世紀後半（明王朝）から１７２９年まで，雷山地区は「管外苗族地区」と称され，王朝国家による行政機関

が設置されず，「自治自理地区」であり（『雷山県志』1992:44,lO9-llO)，いわゆる「国家無き社会｣で

あった。その期間は通算約３６０年間である。

その時代には，該当地域社会は，ミャオ族を主幹である２３個iiiの互いに独立単位の「チャンフン」（漢

訳「講方」或いは「自然地方｣）によって形成され，各｢チャンフン｣の下にはいくつかの「ガン」（自然村

落．漢訳「案｣）が含まれる。「チャン」というのは，「一つの組織単位」或いは「一回」の意味である。

｢チャンフン」と「ガン｣の首額は各々に「ルフン」（漢訳「方老｣）と「ルガン」（漢訳「棄老｣）と呼ばれ，

｢チャンフン」と「ガン」における一般の事務は｢ルフン」と「ルガン」によって処理される（｢雷山県志」

1992:109)。それから，刑罰と社会治安の管理は，チャンフンの範囲で，「フェラン」（漢訳「地方榔頭｣）

という役目があり’自然村落ガンにおいて，その役目が「リ」と呼ばれる（『雷山県文史資料之六」2005：

6-7)。土地森林と婚姻などの民事紛糾の調停するには、各村落ガンにおいて，「リル」（漢訳「理老｣）と

呼ばれる役目もある。「ルフン｣，「ルガン｣，「フェラン｣，「リ」は，それぞれ民主的に選挙され，それぞ

れの責務に尽くし，彼らはF1常的な生産労働に離れない。「リル」は一般的に村社会の民事的事務で自然

に生み出し，能弁的かつ威信が高い人物である。チャンフンでは，規約成立のために「ゴウラン」（漢訳

｢議榔｣ｗ或いは｢埋岩会議｣）という行事を行う。行事において，「ルフン」と各村の｢ルガン」によって規

約の条目を制定し，衆人の前に唱え，そして酒と鶏を捧げ，牛を殺して分食し，岩石を埋めることもあ

るｖｏその行事は．一般的に一年間で一回を行い，社会が安定する場合には何年間で一回でも構わない，

軍事行動や重大災害などの緊急事態が発生したらつねに召集するという（『雷山県志」1992:lO9-llO)。

各「チャンフン」は独立な単位として，その規約や刑罰などが別々であり，同じ精霊を肥る儀礼でも

｢チャンフン」によって相違するところがあり，農業生産や節日などの行事もそれぞれに決定される。現

地語において，「フング」（地方規約)，「フンリ」（地方道理)，「フンシャン」（地方の宗教的職能者)ｖｉと
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いう言い方もある（『雷山県文史資料之六』2005:７－８)。

「チャンニュウ」というのは，直接に共同の祖先を祭肥する集団で，外婚単位として，貴州省東南部に

居住するミャオ族の各支系において伝統的には同じく存在する社会組織である（｢雷山県志」1992:llO，

鈴木・金丸1985:58-78,鈴木1985:232-246,1999:303-305,2002:56-58)。「ニュウ」というのは

｢鼓」の意味で，祖先祭iii巳の儀礼は「ノンチャンニュウ」或いは「ノンニュウ」と呼ばれ，１３年ごとに一

回を行い，「チャンニュウ」ごとに行う年が異なる。「ノンニュウ」の行事は｢チャンフン｣の範囲に限ら

ず，同じ「ニュウ」に属する人々は別々の村の「ガン」に居住していても，同時に行事する。逆に同じ村

｢ガン」に居住しても同じ「ニュウ」に属していないと，行事に参加しても客人として別の枠となる。雷

山県における「ガノウ」人の場合には，一般的に，その｢チャンニュウ」は，同じ「ニュウ」に属する１個

或いはいくつかの村で組成していた（李1991:１６）が、今日では，「ノンニュウ」の行事はほとんど行わ

れないvii。「ノンニュウ」の行事を主催する役目は，「フニュウ」（漢訳「鼓臓頭｣）と呼ばれ，貴州省東南

部ほかの支系のミャオ族の場合に世襲するのが多半数であるが，雷山県の「短梧苗」の場合には，一般

的に村人の選挙によって村ごとに三人選ばれ，連続選出はできないとする（李1991:17-20)。「フニュ

ウ」の当番の期間において，「ノンニュウ」の行事以外に，毎年のお正月などの村集団的な行事には，一

部の責任を負うので、「ルガン」から村の公共畑の一組を配られ，その収穫は一連の行事における客人の

招待などの公共費用の一部にあてる（｢雷山県志』1992:110,『雷山県文史資料之六」2005:１０)。

2．「国家縁辺｣viii社会における「秩序」と特殊政策

雷山県地域においては，１７２９年清帝国の「新彊六庁」の成立と人口絶滅を目的とする軍事行動によっ

て，「チャンフン」は崩壊した（『雷山県文史資料之六｣2005:１１)。その以後，１７４１年より「衛」と「土

司」を利用して，「屯墜」を統制して「ガノウ」人の村を管理し始めた。その体制は約１７０年間継続した

(『雷山県志』1992:１)。当時の清帝国による南西部の「土司」というのは，首領が世襲する軍政合一の国

家行政単位であったが，１８世紀初頭から各地で政府によって直接に任命される「流官」の制度へ移行し

始めた。「屯塁」というのは，当時の国家による南西部に漢族を移民させる駐屯地であった。その時，「ガ

ノウ」人（｢短梧苗｣）の村「ガン」においては、戸籍と「牌甲」が整備され始めたが，当時の清帝国の

南西部地区全体に向ける「改土帰流」という政策とは背馳して、世襲の土司首領が設けられ始めた。そ

れによって，本来の「ルガン｣，「フニュウ」などによる「郷約」体制を通して（｢雷山県志』1992:174)，

清王朝による国家統治が行われたが，間接的であった（地図ｌ)。

１９１４年の中華民国による県政の建立に至るまでのその約１７０年間においては，その地域のミャオ族

による蜂起と清政府による大規模な軍事鎮圧が７回ほどあった。その後１７３６年より，ミャオ族の村は

すべての税収が免除する「永不征収」の命令を出し，１８２３年は境外の人によって境内（丹江庁轄区）の

ミャオ族の村に進入することを禁じる命令がだされたこともあった（｢雷山県志』1992:８－１１)。

つまり，軍事鎮圧に基づいた清帝国による間接な統治によって，本来の国家無き「チャンフン」という

自治体制は崩壊して，「衛｣,「土司｣，「屯墜｣によって，「短梧苗族｣の村｢ガン」に対して圧力をかけるが，

村｢ガン」における「ルガン」と「リ」を主幹とした治安と秩序の体系は保留されていた。特に，村｢ガン」

の範囲を超えた議事会議のような「ゴウラン」の習慣と，村「ガン」の範囲を超えた親族組織でクラン

(clan)にあたる「チャンニュウ」と祖先祭紀の行事｢ノンニュウ」は、破壊されていなかった。
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地図ｌ清朝雷山地区行政（○調査地範岡）

出典：１９９２「雷山県志』置州人民出版社

三．父系出自の理念

1２５

1．父子連名と漢姓

１８世紀半ばから清による雷山県地域においての戸籍の整備に伴い，「ガノウ」人の「短裾苗」の社会に

は，本来の名の同音の漢字を使って漢族の命名法のように姓名を名乗り記録することが押し付けられ

た。「ガノウ」人（｢短梧苗｣）の本来の命名方法は，姓がなく，子供の名前の後に父親の名前そして祖父

の名前をつけてつづる，いわゆる「父子連名制」である（『雷山県志』1992:107)。そのような代々尻取

りの命名法は，本来文字がもたないミャオ族にとっては、代々の男性祖先を通して家系を記憶する手法

であり，彼らの深い系譜意識を支えている。そして，父子連名制によって，男性祖先の名前を遡ること

ができるために，共同の祖先を祭肥する儀礼に参加する親族の範囲と外婚集団の範囲が確認できるよう

になる。「ガノウ｣人(｢短梧苗｣)の場合には，父子連名によって２７世代の祖先までに記憶されることが

ある（李1991:３，『雷山県志』1992:lO6)。

ところが，村落社会において，今日ではミャオ名と漢名は両方とも使われている。漢姓によって同じ

親族単位に属するかどうかは弁別できない。本来のミャオ名の同音の漢字を使って漢姓を導入されると

きに，ミャオ族名を間違って漢姓に付会された例は少なくなかった（『雷山県志』1992:lO7)。例えば，

本来の兄弟二人の「ツァオ・シャ・リ｣，「ワン・シャ・リ」という子・父・祖父の名のつづるミャオ名

が，それぞれ｢張蝦裏｣，「王蝦裏」と登録されてしまって，その後の戸籍家系が｢張」と「王」という漢姓に

よって続く。しかしながら，村落社会の日常的な生活において，よく使うのはミャオ族の父子連名であ

る。漢字の姓名は学校教育や対外の関係の場合に用いられる。漢名の命名方法は一般的に，以前の戸籍
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に登録された漢姓の後にミャオ族の自己と父の名をつづりつける。そして漢族の輩行制ix命名法の影響

を受けて、筆者の調査した「ガノウ」人(｢短梧苗｣)の村において，漢字姓名を命名するときに，一輩字は

本来の親族単位｢ゼ｣を超えた全く血縁関係がない同じ漢姓の同世代に使用される場合もある。近年にお

いては，漢字の名前を単字にする傾向が強い。にもかかわらず、村落社会において日常的な生活と家系

を辿る場合は依然として，ミャオ族の父子連名に基づいている。このような二重的な姓名系統が並存す

るだけでなく，女性が家系の継ぎにはあまり役に立たないと認識されるために，両方の姓名系統に消極

的に登録されているので，人口と家族の状況を精確に把握しようとする場合には，混乱をもたらしやす

い。１９３１年に中華民国政府による「地方自治」において，戸籍の精察がまた主要内容の一つであった

(『雷山県志」1992:１３)。それから、２００５年において，全国ほかの地域と違う方法で写真づけの戸籍の再

登録は実施され始めた。

2．女性始祖と男性祖先の伝説x及び木鼓

雷山県のミャオ族各支系の「チャンニュウ」による「ノンニュウ」という祖先祭紀行事の年分と手順は

それぞれ別々としていたが，各「チャンフォ」における「フォリ」（地方道理）によって，その行事につ

ながる人類始祖の伝説には相違がある。しかしその中で，初めての人間としての「ジャンヤン」（漢訳

｢美央｣）は、蝶々の「メイパンメイリュウ｣xi（漢訳は「胡蝶嬉嬉」「ガノウ」人の中には、雌の燕と変形

した場合もある）によって楓香樹から誕生した１２個の卵の一つであり，男性であったと大筋共同に伝

われる（｢雷山苗学研究文集第一集』2003)。「ガノウ」人（｢短梧苗｣）の場合には，「ノンニュウ」とい

う行事は１９５０年代以後ほとんど行われないため、村落における行事の状況は直接に観察できないが，

現地知識人による報告では当時の行事の状況がそれぞれ語られている（李1991:16-20,『雷山苗学研究

文集第一集』2003:170-174)。それから，隣接地域のミャオ族ほかの支系における「ノンニュウ」の行事

によって，当時の状況を対照できる(鈴木1999,2002)。また，大筋に似ている始祖伝説については，次

のような議論もある。「究極の祖先は胡蝶礁蛎だが，女性の始祖であるとも言える｣，そして「地元では

ノンニュウといって，漠然と始祖や祖先を紀る祭祖と考えている」(鈴木2002:５８)。また、その伝説に

よって人間の祖先は木鼓｢ニュウ」から生まれるという。そして同じ親族単位｢チャンニュウ」における

祖先祭祁は，「ノンニュウ」(鼓を食べるという意味）と呼ばれ,行事において楓香樹或いは楠木で作った

木鼓「ニュウ」をめぐって展開される。そして「ノンニュウ」が終わった後に洞窟で収蔵された木鼓

｢ニュウ」の構成も一般的に二つで並んでおり（写真ｌ)，現地の観念によれば，一つが雄性であり，もう

一つが雌性であるという。

つまり，現地の研究者による解釈は，村落社会における儀礼の実践主体の間に，認識のキャップが見

えてくる。また，伝説と木鼓を設置することでミャオ族の父系出自理念には一種の暖昧性が見えてくる。

3．「ジャ」と女性と出自規制

また，「ガノウ」（｢短梧苗｣）支系の出自規制は基本的に男性祖先に基づいて辿るが，村落社会におい

て「ジャ｣xiiという異質的な現象は存在する。「ジャ」というのは，「毒」と「毒的」を意味する。それか

ら，西洋医の薬をも指す。「ガノウ」人の「短梧苗」の村において，「誰がジャをもつ」かあるいは「誰

の家にジャがある」と言われる場合には，その人あるいはその家族が他人に有害で死を及ぼす神秘的能

力をもつことを意味する。そしてジャをもつ人は主として女性であり，そういう神秘力は，母親から継
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承すると言われる。ジャをもつ家族の成員，特に女性は結婚する時に，ジャをもたない家族の人から忌

避されるために，一般的にジャの家筋をもつ家族から相手を探すしかない。

「ジャ」が母系のラインとして継承されることは，「ガノウ」（｢短梧苗｣）社会にとってはその基本的な

父系出自規制には，一種の逆転的な意味を付与することにほかにならないといえよう。

四．「ゼ」と橋，岩祁り，銅鼓との関連

１．現地語文脈における「ゼ」

共同祖先を祭肥する「ノンニュウ」の行事が行われなくなって以来，「ガノウ」人(｢短補苗｣)の社会に

おいて，村落範囲を超えた親族組織「チャンニュウ」は，クラン(clan)にあたり外婚集団と意識されて

いる。一方で村落「ガン」の内部では，「ゼ」という親族の観念がある。現地語によれば，「ゼ」は世帯

の居住単位や，家族も意味もする。「ガノウ」（｢短梧苗｣）の社会において，その家族形態は一夫一妻の

拡大家族か核家族かの形をとり，跡継ぎは末子継承により，一般には家族の成員は３世代を超えない。

それから，村落社会において，家族の上位の同族集団を指すのは，「ゼ」或いは「イファオゼ」という，

｢大きい家」の意味であり，リネージ(lineage)に相当する。それは，基本的に共同祖先によって認識され

るが，大規模な「ゼ」は分節する場合があるため，村落において，同じ血縁としても，異なる「イファ

オゼ」の分節の「イジェゼ」に属するのは珍しくない。ただし，そういう場合の「ゼ」の分節は普段そ

の範囲が明確にされていないが，儀礼によってその状況が顕在化する。また村では，「ゼ」の分節はいく

つかの崇拝物に関わっている。

2．「ゼ」と橋（デュウ）

①居住雲単位の「ゼ」と「ガブデュウ」

「ガノウ」（｢短裾苗｣）の家屋の敷居の内外或いは敷居を跨る地面には，子授け或いは病弱な乳児の健

康のために，単数の枝を並列に埋めるxiii。埋められた枝の中で必ず真中の１本は外或いは内に伸びて並

べる。それは，「ガブデュウ」と呼ばれ，「敷居橋｣の意味である。子授けを願って「ガブデュウ」を設けた

後に生まれた男の子には，「デュウ」という名前を付ける。村落において，男の子が多い家では，「ガブ

デュウ」を設けない場合はある。

「ガブデュウ」は，家族の健康と安寧豊穣につながると認識されるために，新嘗祭(吃新節)やお正月

(苗年)や清明などの節日の時に把る対象になる。「ガブデュウ」の妃りをうかつにすることは，家族に災

いにもたらす原因の一つとなる。その場合には，アシャン(宗教的職能者)の占いによって判断し，「ガブ

デュウ」を而日らなければならない。

②村落における「ゼ」と実用の橋

「ガノウ」（｢短梧苗｣）の村において，男の子授けを願うには「ガブデュウ」を設ける以外に，実用の

橋も作る。一般的に単数の杉の樹幹を使うが，石造とコンクリート造の場合に，橋面には「ガブデュウ」

のように単数の枝を並列に埋める。それから，必ず橋の周りの1カ所に穴を掘って石を置いて，橋に関

わる超自然的な崇拝物を設置する。それは，「プサ｣(菩薩)或いは｢ゼプサ」と呼ばれる。男の子授けの願

いのために橋を作った後に生まれた男の子に「デュウ」か「ジュウ」か或いは「デェー」かいずれ一つの異

音を命名する。実用の橋は村落において，具体な男性の一人につながり，その男性が健在な場合には彼

の健康と幸福に関わる。死んだ男性につながる橋は，各レベルの「ゼ」の安寧豊穣に関わると認識され，
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図ｌＢＭ自然村における李姓の「ゼ」とその分節

新嘗祭（吃新節）や清明節や苗年などの節日の時に祖先祭紀の場の一つになる。橋が具体的な男性祖先

に繋がるために，文字をもたない「ガノウ」人(｢短梧苗｣)にとって，橋と橋参りは親族集団｢ゼ｣の分節

に記憶の手段の一つとなる。

以下の図ｌは，ＺＬ行政村に属するＢＭ自然村における李姓の「ゼ」とその分節を表示している。

ＢＭ自然村は，７８世帯が含まれ，全部漢姓の李の「ガノウ」人（｢短梧苗｣）の外婚制の村である。村

人は二人の兄弟である祖先lionとｂｏによる継がれた四つ「ゼ」で構成される。その中で，ｌｉｏｎという

祖先による「ゼ」は分節していない。ボｂｏの祖先による子孫は三つの「ゼ」に分けられている。本来シ

ガンxiganという先祖による支系において共同的に祭肥する橋はないが，ジャンサイjiusaiという先
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祖による支系の共同祭祁の橋を一緒に把ることによって，一つの分節の「ゼ」になった。村人の話によ

れば,「ジャンサイjiusai支系の橋は，両ゼの畑を跨っているだから。もともとジャンサイjiusaiとガン

サイgansai二人の先祖様は兄弟ですので｣。

橋は，一般的に直系子孫による祖先祭紀の場所とするが，ＢＭ自然村における漢姓李の「ゼ」の分節に

おいて，傍系と合併する一つの支系のゼが担い手となった。それから，村において，ゼの橋が記憶され

るのは，１０世代以上のものは見られない。また，漢姓李の「ゼ」の場合において，シガンxiaganとい

う祖先による分枝のゼが極めて小規模なことからみれば，ゼの分節の原則は各ゼの規模均衡のためでは

ないかと考えられる。

3．「ゼ」と岩石

崇拝物の一つとしての岩石は，「ガノウ」（｢短補苗｣）の村においてよく見られる。本論の事例のｚＰ村

では，村全体による妃られる岩石は四つあるが，そのうちの三つが子授けのためで，一つが耳の病を治

すためである。子授けのためにその三つの岩石をIiiBった以後に生まれた男の子は，「ギェ」という名づけ

をする。いくつかの岩石は具体的な先祖との関係によって，特定の「ゼ」と関わるようになる。岩石は

その「ゼ｣にとっては，新嘗祭(吃新節)やお正月(苗年)などの節日における祖先祭紀の場になる。ほか

の村人には，宗教的職能者アシャンの占いなどの手段によって，災因と病因と判断される場合もある。

また，特定の「ゼ」と関連する岩石の場合は，「ゼ」の分節と男子の養子取りと，関係がある。

以下はＺｐ村xivにおける韓姓のゼの事例である。

ＺＰ村において，韓姓のゼは，村に移住してきたシアンドウxiandoとパンドウpandoという兄弟の

先祖から受け継がれてきた。二人の兄弟の始祖以後二つに分けられるが，パンドウpandO支系のゼは，

シアンドウxiando支系のギェセgyeseを養子にすることによって続けられてきた。養子取りは，その

ゼの一人の先祖ノンリnonliによる村内部の隣接の部分に移すに伴った。今は村二つの部分に別々分布

するその二つのゼの間は，同祖観念が残っているが，日常的な生活において，葬儀や結婚式などの往来

はしなくなっている。

先祖ギェセgyeseと岩石との関わりについて，ゼに属する人々は以下のように伝えている。

図２ＺＰ村における韓姓のゼとその分節
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「ある日ｓｅｗｅお爺さんは山の斜面の畑に働いていた，突然，向こう側の山から大きい白鳥が彼に向

いて飛んできて，ちょうど目の前の岩石の上に止まっていたんだ。その以後，あの岩石を記り始めて，

一人の息子をギェと命名してあの岩石に捧げた。今は，われわれゼの子孫はjliBるべき場所だ。」

しかし，現在韓氏のギェセgyeseのゼに属する岩石をめぐって村ではいろいろな動きがある。それに

ついて，ゼの成員のノンリnonliは次のように語った。

「もう何年間も記っていなかったわ。関わったことが多かったからね。村外から嫁いできたあの女性の

アシャンはさ、隣のＱＧ村の人に頼まれて，モガノォxvに行ってうちのあの岩石を見てしまったという

の。ＱＧ村の人はさ，家にきてお礼をして，うちのあの岩石にiiiBりたいだってさ，（土産は）全部僕に捨

てられた。今は隣のＱＧ村にいる任氏のゼがこっそりと妃っているかも｡」

岩石めぐる祭iiiBが隣のＱＧ村との葛藤を引き起こし，それがゼとの養子縁組と関係していることがわ

かる。岩石で命名を行い，養子縁組でゼの分節に関わったＺＰ村における韓姓のゼの事例は，「ガノウ」

(｢短梧苗｣）の社会における本来の岩石崇拝や公的約束を行う埋岩の習慣に対応していると見なせる。ま

た，ゼに属する岩石をめぐる村外の親族集団との争いは，彼らの民俗的な災因観念や，村外婚制によっ

て形成され村を単位とする親族の権力関係を関連している。

4．「ゼ」と銅鼓

銅鼓は現代中国南西部のミャオ・ヤオ・スイ・トンなどの各民族に儀礼の道具として使用されている

(｢古代銅鼓学術討論会論文集』1982:201-211,鈴木・金丸1985:113-120,鈴木1995)◎都柳江流域上

流地区に居住する「ガノウ」（｢短裾苗｣）の地域においては，銅鼓の分布は現状として広くないがxvi，ＺＰ

村では，現在四つの銅鼓（写真２）があって祖先祭紀の儀礼と葬儀ではなく，ミャオ族のお正月（苗年）

などの村の集団的行事の時に，村人の集団的舞踊の伴奏楽器として使われる。銅鼓はそれぞれの家で保

存されるが，平日に随意に打つのは禁じられている。村では，銅鼓は昔の時に村に嫁いだお嫁さんの嫁

入り道具として入ってきたと伝えられているが，ｚＰ村の場合には向姓のゼにしか所有しない。

以下の図３には，向姓のゼとその分節及び銅鼓の分布を表示している。

Ｚｐ村において，「向」姓と「蒋」姓の親族集団は，村の開祖と伝承される。図３に表示したように，

Ｚｐ村に入ったのはｑｉｏという先祖からで，いままで１８世代となった。shaqioという先祖による支系が

一ゼとして，一人の先祖のミャオ名がjianとして漢字｢蒋」に誤って戸籍に登録された。またjieqiaoに

よる支系はniok。という先祖が村の内部で隣接したところに移住したに伴って二つのゼに分節した。現

在，血縁関係をもつ三つのゼにおいて，benioの支系とninioの支系の間に葬儀と結婚式などの往来が

続いている。一方でshaqioの支系は，ほかの二つの支系とは葬儀の往来はあるが結婚式では交際をし

ない。

それから，四つの銅鼓はbenio支系おける末子danjiuの４人の′息子のラインで均等的に所有してい

るが，そのうちの二つは，本来benio支系の長男nioxionのラインが所有していたが，1950年代の土

地改革で地主の財産として没収され,末子danjiuのラインに分配された。また，先祖nioko支系の長男

ninio→boliのラインにおいても昔は銅鼓をもっていたと伝えられるが，山賊によって奪われたという。

ただしｑｉｏ先祖の末子shaqioのラインにおいては，銅鼓をもっていたことを聞いていない。したがっ

て，①銅鼓は，家の後継の象徴として本来の末子相続原則に従うのではなく，財産として均等的に息子

に相続される。②銅鼓は，ｚＰ村における村の開祖の向姓のゼ以外．後に移住してきたほかの親族集団に
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おいて全く存在しなかったので，嫁入りとして「ガノウ」（｢短梧苗｣）の地域に導入されるのは，歴史上

の通婚関係に関わる現象であったと推測できる。



1３２ 社会学研究科紀要第６２号２００６

五．祖先祭iiieの現状

1．日常生活と年中行事における祖先祭iiiE

①「ニャンダイ」

「ガノウ」人｢短禰苗」の人々は日常の生活において，食事の前にご飯と肉を少しつまんで地面におき，

或いは酒を少し地面にまいて，祖先に先に召し上がるよう進めて祖先への敬意を表す。それを，「ニャン

ダイ」という。「ニャンダイ」は、毎年の農作業が始まる前，そして新嘗祭(吃新節)やミャオ族のお正月

(苗年)においては，茶碗で濡米のご飯と肉及び酒を盛って地面柿んで線香(ヤン）と紙銭（ドォソウ）を

燃えて祖先に捧げるのが正式である。

②橋参り，岩石紀り及び墓参り

「ガノウ」人(｢短梧苗｣)は．毎年の夏歴xvii8月の卯の日に新な収穫を願って．先祖と一緒にお祝いす

る意味で行事を行う。先祖を祭る場所は，各居住単位のゼが各自で家屋の敷居地面で「ガブデュウ」を行

い，直系の先祖に属する橋或いは合意した共同祭紀の橋でも同様である。供え物としては，雄鶏，米．

酒，線香、ドォソウと，白紙と紅紙で作った花枝が必要である（写真３)。現地語によれば，「ハデュウ」

という。また．ゼに所有する岩がある場合は、その岩にも以上のような供え物を捧げる（写真４)。現地

語で「ハギェ」という。

旧歴１０月の辰の日(｢ノンニャゲ」という）から始まる「ガノウ」人(｢短棺苗｣)のお正月(苗年)xviiiは，

連続的に１１月の卯の日（｢ノンニャディアン」という）と１２月３０日の春節（｢ノンニャディオ」とい

う）の行事において，前述したような「ニャンダイ」と橋参り「ハデュウ」及び岩祁り「ハギェ」の祖

先祭而巳を、必ず各居住単位のレベルのゼにおいて行う。

また，毎年の公歴４月において，墓参りは行う。現地語で言えば，「タバニャン」である。その行事は，

村全体において同祖の観念を持つ各分節に含まれたゼによって同時に行うか，或いは同祖観念に基づい

たゼの下における分節単位で各自にするか，決まったパターンはない。前者の場合は，一般的にゼの分

節における各支系のごとに，父母と同居する末子の家を代表とする。いずれも，行事の際，豚一頭或い

は二頭それから雄鶏，魚，濡米ご飯，酒を用意して，共同の祖先の墓地を参りめぐって，線香とドォソ

ウを燃やして，墓地の近所で家畜をつぶして祖先に捧げた後に，参加者は一緒に歌ったり踊ったりしな

がら宴会を行う。本来「ガノウ」人（｢短梧苗｣）において，死者が出た後３年以内には，毎年の４月に

豚をつぶして村の同族のゼと姻族の親類による墓参り「タバニャン」を行う習慣がある◎３年以後は，

鶏，鴨魚でよく，同族や分節のゼによる「タバニャン」は，必ず毎年行うとは限らない。

2．「ノンニュウ」儀礼の復興にむいて

前述したように．「ガノウ」人(｢短梧苗｣)の地域を含む，「ノンニュウ」の儀礼は，生産道具としての水

牛が大量に殺致して農業生産を破壊するという理由で，１９５０年代に事実上は政府によって禁じられた。

１９７９年からの改革開放に伴って、ほかのミャオ族の地域において，父系リネージの残存を核として変

貌しながら祖先祭肥が復活し始めた。「ガノウ」人（｢短梧苗｣）の地域では，父系出自に基づいた親族組

織ゼは村落社会に根強く残しているが，村人がいろいろと努力しても，「ガノウ」人(｢短梧苗｣)にとって

最大の祖先祭紀の儀礼「ノンニュウ」は実現できていない。

それについて，昔「ノンニュウ」行事における「フニュウ」の役を務めたＺＰ村の張氏と語した。彼に
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よると，「ノンニュウには家ごとに１頭以上の水牛をつぶすので大変で，現在では不可能かもしれない」

と悲嘆する。これに対して，分節したゼの「イジェゼ」で水牛１頭ぐらいで大丈夫かと聞いたら，「婿さ

んと（父方の）おばさんが来れば皆に脚付けの水牛肉１枚をお礼にしないといけないので，家ごとに１

頭でも足りないかもしれない」と答えた。また，ほかのミャオ族支系のように豚に変えたらどうかと聞

くと，「先祖には畑の仕事があるよ」と答えた（あの世では水牛に助けてもらって耕作するということ)。

つまり．「ガノウ｣人(｢短梧苗｣)の認識では，死んだ祖先も生者のように農業生産を営んでいる。もとも

と「ノンニュウ」の行事において，水牛をつぶすのは彼らによって水牛を祖先に捧げるという意味であ

る。それから，「ノンニュウ」の行事を通して，父系リネージの「ゼ」と村の範囲を越えたクラン「チン

ニュウ」における成員の統合を再確認し，同時に通婚集団との連携を強調する。しかし，近代から始まっ

た国家政策の主導による開発と国際的支援によって，「ガノウ」人（｢短桶苗｣）の村落社会に定期市，簡

易な道路がいかれ電気及び水道などが整備され，貨幣経済の発展に伴って水牛などの家畜は，昔のよう

に生産と儀礼の道具であるというよりも，主要な現金収入源となっている。また，土地所有の変化に

よって，村から儀礼における費用の源泉の一部を提供する畑の生産物の分配は，現在で実現することは

困難である。

六．総括

以上のように，中国貴州省東南部におけるミャオ族の一支系である「ガノウ」人(｢短梧苗｣)の親族組

織と祖先祭jiEについて，「国家無き社会」段階を含む歴史的な文脈に基づいて考察した。最初に親族イデ

オロギーとしての父系出自理念が，父子連名と漢字姓名という二重的な姓名系統の並存状態として捉

え，「ガノウ」人の共同の始祖伝説と祖先祭紀における木鼓の意味を探求し，ミャオ族社会に普遍的に存

在する「ジャ」の現象が「ガノウ」人の社会では母系的に継がれているという特徴を指摘して，全体像

を呈示した。次に、村落社会における親族組織｢ゼ｣とその分節について，現地語文脈における「ゼ｣の意

味と、関連する崇拝物や儀礼の道具との関わりを，具体的な事例を通して説明した。更に，日常生活と

年中行事における祖先祭杷の状況を概述して，地域の社会関係の文脈で「ノンニュウ」という祖先祭ｊｉｉＥ

の儀礼の復活ができないことの原因を提示した。

本論では，理論的な設定は二つの認識に基づいている。一つは，人類学の研究において如何に「歴史」

を認識するかについてである。本論文の場合には具体的に，「ガノウ」人(｢短禰苗｣)の支系の親族組織

｢ゼ」における現状と変動を理解するにあたって，関連する｢歴史｣をどのように｢地方史」（或いは「地域

史｣）と「村落史」の材料を運用し構築するかについてである。本論は「ガノウ」人の親族組織の歴史的

変容過程の研究ではないが，現時点での状況を広義的な社会変化の文脈の中に位置づけ特に国家との関

わりを考察した。国家制度の変貌と関連する社会変動を視野に入れ，国家制度の一部である「地方誌｣に

関する｢事件｣と「制度｣などの記載を歴史的材料の源泉の一つとして利用した。村落社会における口頭

伝承と父子連名制度そして信仰や儀礼などの行為は，現地人「主体」による「過去」に対する記憶と表

象である。

また，本論では，ミャオ族の一支系である「ガノウ」人（｢短補苗｣）の社会での「チンニュウ」と「ゼ」

は，クランとリネージとして把握できるが，彼らの独自的な社会変動の過程に伴う，「個別的」な語りや

儀礼などの行為による理解ないし説明には，変革の主体でありかつ自らが変革していくようなエージェ

ントAgentxixとしての個人が担い手としているのであろう。今後は，「個人」の視点を入れ込みつつ，
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写真３新嘗祭における橋参lり

｢ガノウ」人の「チンニュウ」と「ゼ」に関する一連の個人の行為を，歴史的な変動にからめて，社会実

践として考える方向性を模索したい。
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本論で扱われたミャオ族の一支系である「ガノウ」人の地域の状況と少し違って，１４００年から1800年の間，

中国南西部辺境(今日の貴州，雲南，及び四川省南部)は，承知少なく貧困な｢半縁辺｣地区として，中国王朝国

家の不可欠の一部になった。該当地域全体的における国家による認定する非漢族或いは漢族のリーダいわゆる

｢土司」段階(元王朝1271-1368,明王朝1368-1644)と，国家による指定される行政事務官の段階（|ﾘ1王朝晩

期と清朝1644-1912）について，Herｍａｎ(2006:135-168)の'１|:究に参照。

中国貴州尚東南部に分布するミャオ族の一支系であり，詳細については，（清）陳浩（李漢林2001)，李廷貴

(1991)，陶冶(2005)を参照できる。「ガノウ」と自称するミャオ族の支系は，その人|~]が貴州省東南部で約２０

万以上であり，「短徳苗」以外にほかの支系も含まれる。本研究の調査対･象となったのは「ガノウ」人の下部支

系であり，人口は５万人未満という。それから，本論において，地域の社会変動の把握するために取り扱う地

方史（誌）資料では，該当地域に住居するミャオ族のほかの支系に関連するところは多数である。

雷山県全域で，雷公山と丹江河地区も含まれる。

貴州省東南部苗族の社会組織における「議榔｣，「理老」関して，鈴木・金丸(1985:78-82)に参照。

本論で取り上げたＺＰ村には最後に１９０４年「ゴウラン」の行事があった。参加したのは何十個の村であり，

｢ガノウ」人以外にミャオ族のほかの支系や漢民族の人々も含まれる。その内容は①山賊になるのは禁止②窃

盗禁止③械闘禁止などである（苗族社会歴史調査三1986:222)。当時埋められた岩石は，１９６０年代の文化大

革命の時期に破壊されたが，その残骸は現在見出せる。隣接地域のミャオ族ほかの支系による埋岩の習’俗につ

いて，他の研究（鈴木1999）は参照できる。

｢ガノウ」人の「アシャン」について，陶冶(2005)に参照

本論の事例の一つであるＺＰ村では，生産道具としての水牛を保護する理由で国家政策によって，その最後の

行事が１９５３年に行われた（苗族社会歴史編写組1986)。

本論で扱われたミャオ族の一支系である「ガノウ」人の地域の状況と少し違って，１４００年から１８００年の間，

中国南西部辺境（今円の貴州，雲南，及び凹川省南部）は，承知少なく貧困な「半縁辺」地区と捉えられた。

該当地域全体的における国家による認定する非漢族或いは漢族のリーダいわゆる「土司」段階（元王朝1271-

1368,1ﾘj王朝1368-1644）と，｜玉|家による指定される行政事務官の段階（|ﾘ1王朝晩期と清朝1644-1912）に

ついて，Herｍａｎ(2006;135-168)の研究に参照。

各世代は二字の名前において前の一宇が決められるという命名法である。その字は，輩字といい，人の親族組

織のrl-iにおけるどの世代に属する印である。

貴州省東南部苗族の人類起源と祖先伝説について，鈴木・金丸(1985:105-108)に参照。

ガノウ人の観念において精霊などの超自然的な存在が性別づけで認識されている。陶２００５に参照。

いわゆる「鯉｣，「種きもの」である。ほかには多数の研究がある（凌・閃1947,Diamond1988,1995,皆1991,

翁１９９６)、
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佐野(1990)による隣接の台江県ミャオ族のほかの支系に基づいた調査が参照できる。

ＺＰ村では，２９０世帯村があり，隣接の二つの部分で構成する。村における家族は漢姓によれば，向，蒋，白，

張，韓，莫，王，眺という八つの姓はあり，「王」姓と「桃」姓の世帯主の家族だけが漢族であり，全人口の内

｢ガノウ」人「短樵苗」は95.8％を占める。ＺＰ村は血縁関係ない複数なゼによる大規模な集落であるが，村的

外婚制はとる。同世代の人は，異なる漢姓やゼに属しても兄弟と認識している。

宗教的職能者がトランスの状態を通して行う占い方法の一つである。陶(2005)に参照。

1960年代頃に該当地域で博物館に収蔵されたのは二つあった。現在二つの村であわせて五つ残している。

ガノウ人の現行の暦法では，公暦と旧暦以外，太陽歴と太陰暦を合用して自分の枝と星宿を組み合わせる方法

も残されている。それについて，他の論文で詳細に説明する。

2003年において，ミャオ族のお正月（苗年）の期日について現地で激烈な論争があった。結局は観光開発のた

めに，県政府による「雷山苗年文化節」の名義で公歴１１月１１日－２０日に統一されたか，村落では依然として

伝統的な期日で行事を行う。それから，貴州省東南部苗族のお正月の行事と祖先祭祁について，鈴木・金丸

(1985:30-36)に参照ロ

「Agent」と「Agency」という分析概念を強調する人類学研究において，文化と社会行為の構造（及びシステ

ム）のモテルが人間自身の構築を通して従事と参加する存在ではないと主張し，それを抽象ないし作り出すこ

とが強く拒否する傾向はある。そのアプローチの多くは，主体/客体の二分法に基づいて主体的な適応と戦略

を重点に置く。ただし，近年の関連する人類学研究は，その主体/客体と自己/他者の区分から脱退し，もっと

多様的解釈と個体による創造的な社会実践を焦点に当てることが現れる(Bariield,1997:４)。
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